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PG D-8 相談支援体制の整備と強化（都道府県による市町村支援）

地域診断と市町村支援について



相談支援体制整備の物語

• 協議会で議論すべきは「地域課題」である。

• 課題を抽出するためには、日常的な個別の支援が必要であり、

積極的にALLケアマネに取組んだ地域の協議会は活性化した。

• 個別支援が進むと、人材育成が必要となり自然と基幹センター

が必要となった。

• 障害者の高齢・重度化・親亡き後への対応、地域移行の停滞等

に対応するための拠点コーディネーターが必要となった。

（協議会の設置）
第八十九条の三 地方公共団体は、単独で又は共同して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等
及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者（次項において「関係機関等」とい
う。）により構成される協議会を置くように努めなければならない。
２ 前項の協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、
関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。



本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ

市町村
（➀～③の整備・設置主体）

➀基幹相談支援センター
（地域の相談支援の中核機関）

総合相談・専門相談

相談支援事業者への支援
（助言・指導等）

関係機関との連携の緊密化

主任相談支援専門員
②地域生活支援拠点等

（地域生活の緊急時対応や地域移行
を推進するサービス拠点）

緊急時の相談対応

拠点コーディネーター

地域移行の推進（体験の機会・場）

設置を努力義務化 整備を努力義務化

※複数の事業者が連携するなど地域の実情に応じて整備

（個別事例を通じた地域課題の共有、地域の支援体制整備に向けた協議の場）

都道府県（管内市町村における整備や機能の充実に向けた広域的な支援）

守秘義務を設ける

※本人や家族等

からの相談

障害者

相談支援
事業者

サービス
事業者

サービス等利用計画
個別支援計画の共有

相談

支援

連携

日常的な支援チーム

③協 議 会



出発点はALLケアマネ



出発点はALLケアマネ
サービス等利用計画におけるモニタリング

※令和６年３月末時点

モニタリング
対象者数

連番 自治体規模 市区町村名
人口

令和6年1月1日
住民基本台帳人口

市区町村名
障害福祉
サービス等
受給者数

セルフ
プラン率

市区町村名 （人） （人） （％） （人） （％） （人） （％）

1 特別区 千代田区 68,755 千代田区 347 11.50% 千代田区 274 5 1.80% 0 0.00% 216 78.80%

2 特別区 中央区 176,835 中央区 768 1.40% 中央区 435 21 4.80% 0 0.00% 235 54.00%

3 特別区 港区 266,306 港区 1,396 5.90% 港区 1,089 26 2.40% 0 0.00% 450 41.30%

4 特別区 新宿区 349,226 新宿区 2,101 17.70% 新宿区 1,443 284 19.70% 11 0.80% 553 38.30%

5 特別区 文京区 232,177 文京区 278 39.60% 文京区 46 1 2.20% 0 0.00% 19 41.30%

6 特別区 台東区 212,388 台東区 1,203 19.10% 台東区 869 11 1.30% 1 0.10% 319 36.70%

7 特別区 墨田区 284,555 墨田区 1,791 8.60% 墨田区 795 16 2.00% 4 0.50% 491 61.80%

8 特別区 江東区 539,108 江東区 3,634 25.80% 江東区 2,692 67 2.50% 2 0.10% 1,126 41.80%

9 特別区 品川区 408,280 品川区 1,785 0.40% 品川区 1,755 11 0.60% 4 0.20% 637 36.30%

10 特別区 目黒区 279,520 目黒区 1,332 8.90% 目黒区 1,213 20 1.60% 0 0.00% 386 31.80%

11 特別区 大田区 733,634 大田区 4,333 8.80% 大田区 3,736 26 0.70% 1 0.00% 1,993 53.30%

12 特別区 世田谷区 918,141 世田谷区 5,496 25.90% 世田谷区 3,755 94 2.50% 27 0.70% 2,203 58.70%

13 特別区 渋谷区 230,609 渋谷区 1,184 8.40% 渋谷区 898 7 0.80% 0 0.00% 411 45.80%

14 特別区 中野区 337,377 中野区 2,013 6.10% 中野区 1,890 8 0.40% 2 0.10% 501 26.50%

15 特別区 杉並区 572,843 杉並区 3,141 0.10% 杉並区 2,737 2 0.10% 1 0.00% 1,437 52.50%

16 特別区 豊島区 291,650 豊島区 1,383 9.50% 豊島区 1,106 63 5.70% 6 0.50% 380 34.40%

17 特別区 北区 349,226 北区 2,839 17.90% 北区 2,330 34 1.50% 4 0.20% 1,032 44.30%

18 特別区 荒川区 219,268 荒川区 1,496 3.10% 荒川区 1,298 29 2.20% 12 0.90% 557 42.90%

19 特別区 板橋区 572,927 板橋区 3,980 15.10% 板橋区 3,243 8 0.20% 0 0.00% 1,734 53.50%

20 特別区 練馬区 741,540 練馬区 5,463 3.10% 練馬区 5,056 118 2.30% 0 0.00% 2,681 53.00%

21 特別区 足立区 693,223 足立区 6,582 35.30% 足立区 4,259 13 0.30% 2 0.00% 1,829 42.90%

22 特別区 葛飾区 467,000 葛飾区 2,547 25.10% 葛飾区 1,591 17 1.10% 5 0.30% 1,000 62.90%

23 特別区 江戸川区 689,961 江戸川区 5,426 13.40% 江戸川区 3,735 83 2.20% 27 0.70% 2,640 70.70%

24 中核市 八王子市 560,692 八王子市 5,178 49.10% 八王子市 2,634 185 7.00% 15 0.60% 1,428 54.20%

障害者総合支援法分

障害者総合支援法分

モニタリング設定期間

毎月 ２ヶ月 ３ヶ月

セルフ率

令和６年３月末時点

数値で把握



出発点はALLケアマネ

サービス等利用計画におけるモニタリング

※令和６年３月末時点
令和６年度
時点

AD
事業

AD
研修

AD
事業

AD
研修

モニタリング
対象者数

３ヶ月 ６ヶ月

連番
自治体
規模

市区町村名
人口

令和6年1月1日
住民基本台帳人口

障害福祉
サービス等
受給者数

セルフ
プラン率

基幹
有無

8ケ所 3/16 14ケ所 3/17 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ なし
事業所
数計

Ⅰ Ⅱ
Ⅰ＋Ⅱ
計

なし （人） （人） （％） （人） （％）

1 特別区 347 11.50% 委託＆直営 1 0 0 0 0 8 8 0 0 0 8 274 216 78.80% 50 18.20%

2 特別区 中央区 176,835 768 1.40% 委託 1 1 0 1 1 0 7 9 0 2 2 7 435 235 54.00% 179 41.10%

3 特別区 1,396 5.90% 委託＆直営 0 2 2 0 13 17 0 1 1 16 1,089 450 41.30% 600 55.10%

4 特別区 2,101 17.70% 直営 1 1 1 0 1 1 18 21 4 0 4 17 1,443 553 38.30% 534 37.00%

5 特別区 278 39.60% 委託 1 1 0 1 0 0 14 15 0 0 0 15 46 19 41.30% 26 56.50%

6 特別区 1,203 19.10% 委託＆直営 1 1 0 0 4 0 9 13 0 2 2 11 869 319 36.70% 473 54.40%

7 特別区 1,791 8.60% 直営 1 1 0 0 1 0 12 13 0 0 0 13 795 491 61.80% 275 34.60%

8 特別区 3,634 25.80% 無 1 1 2 1 7 0 20 30 4 1 5 25 2,692 1,126 41.80% 1,067 39.60%

9 特別区 1,785 0.40% 直営 1 1 2 0 1 1 17 21 2 0 2 19 1,755 637 36.30% 1,072 61.10%

10 特別区 1,332 8.90% 委託 1 1 1 3 1 2 0 4 10 0 4 4 6 1,213 386 31.80% 779 64.20%

11 特別区 大田区 733,634 4,333 8.80% 委託＆直営 1 1 2 0 3 0 44 49 2 2 4 45 3,736 1,993 53.30% 1,710 45.80%

12 特別区 5,496 25.90% 委託 1 1 2 2 4 1 35 44 4 4 8 36 3,755 2,203 58.70% 1,375 36.60%

13 特別区 1,184 8.40% 委託 1 1 1 1 1 2 0 15 19 1 2 3 16 898 411 45.80% 467 52.00%

14 特別区 2,013 6.10% 直営 1 1 2 3 0 0 22 27 3 1 4 23 1,890 501 26.50% 954 50.50%

15 特別区 杉並区 572,843 3,141 0.10% 直営 1 1 5 2 2 2 29 40 7 0 7 33 2,737 1,437 52.50% 1,297 47.40%

16 特別区 1,383 9.50% 直営 1 1 0 0 0 20 21 1 1 2 19 1,106 380 34.40% 587 53.10%

17 特別区 2,839 17.90% 委託 1 1 1 1 1 1 2 2 19 25 3 1 4 21 2,330 1,032 44.30% 956 41.00%

18 特別区 荒川区 219,268 1,496 3.10% 委託 1 1 1 0 2 0 6 9 1 0 1 8 1,298 557 42.90% 342 26.30%

19 特別区 3,980 15.10% 委託 1 1 1 1 2 2 1 34 40 2 1 3 37 3,243 1,734 53.50% 1,492 46.00%

20 特別区 練馬区 741,540 5,463 3.10% 委託 1 2 2 3 2 34 43 0 4 4 39 5,056 2,681 53.00% 2,156 42.60%

21 特別区 6,582 35.30% 直営 1 1 3 0 5 1 25 34 3 0 3 31 4,259 1,829 42.90% 2,206 51.80%

22 特別区 2,547 25.10% 直営 1 1 0 0 0 41 42 0 0 0 42 1,591 1,000 62.90% 566 35.60%

23 特別区 5,426 13.40% 直営 1 1 8 2 7 0 34 51 7 2 9 42 3,735 2,640 70.70% 953 25.50%

24 中核市 5,178 49.10% 無 1 2 0 4 0 40 46 1 0 1 45 2,634 1,428 54.20% 974 37.00%

モニタリング設定期間

障害者総合支援法分
相談支援機能強化型体制
（都内988事業所）

主任相談支援専門員配置加算
（都内１０９人配置）

令和６年３月末時点

セルフ率 基幹＆AD事業 相談支援体制

令和7年3月時点令和5年度 令和6年度

障害者総合支援法分

国データ エクセルに変換 独自にデータを挿入 独自に分析

東京都相談支援体制整備事業の参加状況 機能強化型届出状況及び主任加算届出状況基幹設置状況

数値で把握



分 析（例）
①【機能強化型体制について】
■機能強化型体制のⅠorⅡを取得できていない事業所が62自治
体中28自治体（45％）ある
協働型の推進が必要である

②【主任の配置について】
■事業所に主任が配置されていない自治体が62自治体中22自治
体（35％）ある
主任配置の促進（兼務の解消？）が必要である

③【モニタリングの頻度について】
    ■6ケ月毎のモニタリング頻度が5割以上の自治体が62自治体中

28自治体（45％）ある
相談支援専門員の配置数や稼働が少ないこと又は相談支援
専門員や自治体の制度の理解不足等が考えられる

④【モニタリング対象者数について】
■モニタリング者数が多いものの、相談支援体制が脆弱

相談支援体制そのものに課題がある

⑤【セルフ率について】
■セルフ率が低く（10％以下）で、モニタリング頻度が少ない（6ケ
月毎が50％以上）自治体
適切なケアマネジメントが行われていない（モニタリングが行 
われない等）可能性がある

■セルフ率が高く（30％以上）、モニタリング頻度が少なく（6ケ月
毎が50％以上）かつ機能強化事業所が少ない自治体
事業所数や相談支援事業所の経営が極めて苦しい可能性、   

また現場の相談支援専門員が兼務等で苦しい思いをしている
可能性がある

⑥【基幹の設置状況について】

■基幹が設置されているが、セルフ率が高い（セルフ率１０％以上）
自治体がある
相談支援体制整備途中の可能性がある

■基幹が設置されているが、機能強化型ⅠorⅡがない自治体
基幹しか人材育成に取組めない自治体

     ■基幹が設置されているが、モニタリング頻度が低い（6ケ月毎が
５０％以上）自治体

       相談支援事業所への働きかけに課題が考えられる

     ■基幹が設置されているが、機能強化型ⅠorⅡがなく、かつ モニ
タリング頻度が低い（6ケ月毎が５０％以上）自治体

       基幹の機能を果たせていない可能性がある

     ■基幹の設置がなく（22自治体）、
      セルフ率が高く（25％以上）
      かつモニタリング頻度が低い（6ケ月毎が５０％以上）自治体
        相談支援体制の整備が最も遅れている可能性がある

【必要な取組み（案）】

１．分析結果を都自立支援協議会で共有すべきではないか

２．相談支援体制の整備に課題の大きい自治体へ個別にAD派遣事

業を働きかけるべきではないか

３．機能強化型（協働型）を推進するための取組み（情報提供等）が

必要ではないか

４．適切なモニタリング頻度の提示が必要ではないか



市区町村の相談支援事業所データを把握

Deta 専従配置者数 兼務者配置数 障害区分

N
O

事業所名

職
員
実
人
数

常
勤
・
専
従

常
勤
・
専
従

常
勤
・
専
従

非
常
勤
・
専
従

非
常
勤
・
専
従

非
常
勤
・
専
従

専
従
者
総
数

常
勤
・
兼
務
①

常
勤
・
兼
務
②

常
勤
・
兼
務
③

常
勤
・
兼
務
④

常
勤
・
兼
務
⑤

非
常
勤
・
兼
務
①

非
常
勤
・
兼
務
②

非
常
勤
・
兼
務
③

兼
務
者
総
数

常
勤
換
算
数

特
定
な
し

身
体
障
害

知
的
障
害

精
神
障
害

難
病
医
ケ
ア

高
次
脳

障
害
児

機
能
強
化
型

主
任
加
算
Ⅰ

主
任
加
算
Ⅱ

ピ
ア
加
算

行
動
障
害
加
算
Ⅰ

行
動
障
害
加
算
Ⅱ

初任 現任 主任 初任 現任 主任 300 100 100 60 30

例 〇△相談所 12 1 3 3 7 0.8 0.2 0.2 0.6 0.2 2.0 9.0 1 Ⅰ 1 1 1

1 A事業所 7 1 2 2 5 0.8 0.5 1.3 6.3 1 Ⅰ 1 1

2 B事業所 4 1 2 1 4 0.0 4.0 1 1 1 Ⅱ 1 1

3 C事業所 4 3 3 0.2 0.2 3.2 1

4 D事業所 4 1 1 2 0.1 0.1 0.2 2.2 1 1 1 1 Ⅲ 1 1

5 E事業所 2 0 0.2 0.2 0.4 0.4 1

6 F事業所 5 1 1 0.5 0.2 0.2 0.2 1.1 2.1 1 1 1

7 G事業所 2 1 1 2 0.0 2.0 1 1 1

体制加算

機能強化Ⅰにし
ないのはなぜ？

現任者がいないため機能
強化を算定できず

現任者いても機能
強化を算定せず

主任いても機能強化も
主任加算も算定せず

Deta 一般 自立 拠点 稼働状況 運営基準等

N
O

事業所名

要
医
療
加
算
Ⅰ

要
医
療
加
算
Ⅱ

精
神
加
算
１

精
神
加
算
Ⅱ

高
次
脳
加
算
Ⅰ

高
次
脳
加
算
Ⅱ

地
域
移
行
支
援

地
域
定
着
支
援

自
立
生
活
援
助

拠
点
届
出

C
o
配
置 令和４年１０月 令和４年１１月 令和４年１２月

３
ケ
月
平
均
値

１
人
あ
た
り
稼
働

虐
防
担
当

虐
防
研
修

虐
防
委
員
会

感
染
担
当

感
染
研
修

感
染
員
会

B
C
P
災
害

B
C
P
感
染

パ
ワ
セ
ク

ピ
ア
研
修

60 30 60 30 60 30 計画 モニタ 計 計画 モニタ 計 計画 モニタ 計

例 〇△相談所 1 1 1 1 1 1 2 44 146 190 56 140 196 56 163 219 201.7 22.41 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 A事業所 1 1 1 1 1 1 40 133 173 32 127 159 38 131 169 167.0 26.51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 B事業所 1 18 64 82 20 59 79 17 53 70 77.0 19.25 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 C事業所 1 32 41 73 45 41 86 30 22 52 70.3 21.98 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 D事業所 1 24 48 72 26 40 66 38 45 83 73.7 33.48 1 1 1 1 1 1 1 1

5 E事業所 1 1 10 7 17 15 9 24 13 9 22 21.0 52.50 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 F事業所 1 1 1 12 14 26 18 22 40 16 18 34 33.3 15.87 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 G事業所 1 11 14 25 13 17 30 7 20 27 27.3 13.67 1 1 1 1 1 1 1 1

体制加算 配置人数を入力

研修用
Fict値

事業所毎の配置状況 常勤換算数 体制加算取得状況

指定一般の取得状況 拠点の届出状況 稼働状況 １人あたりの稼働状況



東京都内_基幹C設置一覧図
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人材育成部会等を中心に研修と体制整備を連動

人材育成部会等で
地域診断を行い
方針を協議

（検討と評価）

都道府県自立支援
協議会への報告

❶法定研修事業

■事業検討会
人材育成ビジョンの作成

❷相談支援体制整備事業

■事業検討会
相談支援体制ビジョンの作成
事業推進ロードマップの作成

育成された主任の
地域展開（活躍）

①法定研修企画 ②FT養成
③指導者養成 ④専門コース
⑤主任のフォローと活用

①基幹の設置促進と機能強化
②拠点の設置促進と機能強化
③協議会の活性化

実践現場における
相談支援 市区町村への還元

都道府県による
データ収集と分析

都道府県による
ヒアリングと分析

数
値

現
場



Ⅰ．協議会活性化の仕掛け《構造》
・官民、当事者等の幅広い参加
・活動と障害福祉計画との連動
・PDCAサイクルの導入・実践

・定期的な組織体制の見直し

《設置 主体》

市町村
（圏域）

（自立支援）協議会
＜官民、当事者等の参加＞

拠点
コーディネーター

基幹相談支援
センター

連携／兼務

主体としての積極参加

行政のパートナー

地域の相談支援体制の構築・維持 地域生活支援拠点等の整備の推進

地域の施設・サービス事業所等相談支援事業所（相談支援従事者）

後方支援

協議会運営

拠点整備促進

行政のパートナー

《官民パートナーシップ》

～安定的・持続的に専門性を担保～

緊急時の相談・対応
／地域移行の推進

Ⅱ．協議会活性化の仕掛け《行政の位置》
・市町村の担当者（役職者）を運営委員会、専
門部会の会長に配置

Ⅲ．基幹の安定的機能発揮の仕掛け
・センター内の専門性の維持・向上

（市町村規模、単独・共同、歴史的経緯、
地域資源等の状況で多様な仕掛け）

Ⅳ．人材確保・育成、事業継続支援の仕掛け
・基幹相談支援センターへの出向（研修）
・学生インターンシップの導入

Ⅶ．都道府県内の体制の均霑化に資する仕掛け
・都道府県協議会との連携
・圏域の協議会と市町村との連携
・アドバイザーの活用等

Ⅴ．拠点コーディネーターの機能発揮の仕掛け
・基幹相談支援センターに配置
・新規に配置、市町村担当職員と連携
・行政職員、基幹、委託相談の連携で始動

Ⅵ．ネットワーク強化・体制づくりの仕掛け
・連携担当者等との関係づくり〔境界連結の仕組み〕
・緊急時対応、平時からの責任体制の必要性の理解・協力

３つの機能の連動のための７つの仕掛け

⇒上小圏域

⇒二本松市、鹿児島市

⇒今治市⇒半田市、鹿児島市

⇒埼葛北地区

令和６年度 厚生労働省 障害者地域生活支援体制整備事業「全国ブロック会議」資料



【参考】 都道府県の市町村支援に関する実態調査（令和５年度障害者総合福祉推進事業）

資料：厚生労働省 令和５年度障害者総合福祉推進事業「地域の相談支援体制整備及び（自立支援）協議会の活性化に向けた都道府県による市町村
支援の効果的な取組についての調査研究」報告書（ｐ116～118）

都道府県相談支援体制整備事業
（地域生活支援事業）の実施状況

（n=44）

都道府県相談支援体制整備事業
のアドバイザー（従事者）の有無

（n=36）

都道府県相談支援体制整備事業
のアドバイザーの配置状況

（n=34）
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都道府県相談支援体制整備事業のアドバイザーの業務 実施状況（令和4年度）（n=36）
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■都道府県（自立支援）協議会の活用

■都道府県相談支援体制整備事業（都道府県アドバイザー事業）の活用

【参考】 都道府県の取組事例

■市町村職員向け研修等の企画・実施

■中長期的な人材育成に向けた取組

・県担当者が異動しても機能する人材育成の仕組みとして、県の自立支援協議会に民間の方が一緒に取り組む「人材育成
検討部会」を設置。県が部会で育成した人材を研修講師とすることで研修の質を確保（三重県）
・県内のすべての圏域、市町村の地域自立支援協議会が、県（自立支援）協議会の構成員として協議に参加し、情報の共有
を図る（宮城県）
・県協議会に「離島ワーキング」を設置。Zoomによる情報共有や離島の課題把握、担当者間の横の繫がりを構築（沖縄県）

・派遣型のアドバイザーが各地域の支援を行い、活動報告書を県に毎月提出することで地域の状況を把握（三重県）
・配置型の圏域アドバイザーが年度当初に各市町村を訪問し、市町村自立支援協議会の活動や地域の状況を把握（沖縄県）
・圏域アドバイザーが、市町村、圏域の自立支援連絡会議と、県の自立支援協議会をつなぐ役割を担う（沖縄県）

・地域の課題と連動した市町村障害福祉計画を策定するため、市町職員を対象とした「市町障害福祉計画等研修会」を実施。
自分たちの地域の課題について把握したうえで、他の市町とグループワークで意見交換（三重県）
・年度当初に、相談支援従事者研修や相談支援業務に関する内容を中心に市町村職員向けの研修を実施（沖縄県）
・年度当初に、各市町村の新しい担当者や基幹相談支援センター職員を対象に、初任者・現任者の研修等を含めた１年間の
スケジュールや県からの依頼事項に関する説明会を実施し、円滑な実習の受入れ等を図っている（宮城）

・県担当職員は担当する圏域を決め、要請に応じて各圏域の（自立支援）協議会に参加。各圏域の取組状況や課題等を把
握し、把握した各圏域の状況は担当課内でも共有（三重県）
・県が市町村向けの研修を実施するためには県担当職員自身が制度等を知っておく必要があることから、常に情報の把握、
情報の共有に努めている（三重県）

・中長期的な視点での人材育成に向けて、（自立支援）協議会に設置した委員会で「三重県障がい福祉従事者人材育成ビ
ジョン」を策定。人材育成のシステムや目標設定についても記載（三重県）
・県の協議会の相談支援事業所部会にワーキングを設置し、現行の人材育成ビジョンを見直し・改訂版を作成（宮城県）

■都道府県職員自身の取組

（令和５年度障害者総合福祉推進事業「地域の相談支援体制整備及び（自立支援）協議会の活
性化に向けた都道府県による市町村支援の効果的な取組についての調査研究」報告書より）
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